
東松山市制限付き一般競争入札実施要綱  
 

（目的）  
第１条 この要綱は、市が発注する建設工事等の制限付き一般競争入札（以下

「一般競争入札」という。）の実施に関し、東松山市契約規則（昭和３９年東

松山市規則第１４号。以下「契約規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めることにより、当該入札を適正かつ円滑に執行することを目的

とする。  
（対象工事等）  

第２条 一般競争入札の対象とする建設工事等（以下「対象工事等」という。）

は、次に掲げるものとする。  
⑴ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に定める工事（以

下「建設工事」という。）  
⑵ 建設工事に係る設計・調査・測量委託（以下「設計等委託」という。）  
⑶ 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理委託（以下「土木施設維持管理

委託」という。）  
⑷ 物品の販売、賃貸及び買受け（以下「物品販売等」という。）  
⑸ 印刷  
⑹ 電子計算に関する委託（以下「電算委託」という。）  
⑺ 建築物の管理に関する委託（以下「建築物管理委託」という。）  
⑻ 第２号、第３号、第６号及び前号に掲げる委託以外の委託（以下「その

他委託」という。）  
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設工事等については、一般競争入

札の対象としないことができる。  
⑴ 緊急性を要するとき。  
⑵ 専門性を有する等により、施工又は委託できる者が限定されているとき。 
⑶ その他東松山市指名委員会規則（昭和４７年東松山市規則第２６号）に

定める東松山市指名委員会（以下「指名委員会」という。）が、一般競争入

札で行うことが適切でないと認めたとき。  
（対象工事等の規模）  

第３条 対象工事等の規模は、次の各号に掲げる工事等の区分に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める対象工事等につ

いては、当該規模未満のものについても、一般競争入札を実施することがで

きるものとする。  
⑴ 建設工事  予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑵ 設計等委託 予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑶ 土木施設維持管理委託 予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑷ 物品販売等 予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑸ 印刷 予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑹ 電算委託  予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑺ 建築物管理委託 予定価格が１０，０００，０００円以上  
⑻ その他委託 予定価格が１０，０００，０００円以上  
（対象工事等の決定）  

第４条 対象工事等の決定及び一般競争に参加する者に必要な資格要件等の設

定は、指名委員会において審議し、決定するものとする。ただし、前条ただ

し書の規定による対象工事等については、この限りでない。  
（入札の公告）  

第５条 市長は、対象工事等を選定し、契約規則第２条に規定する公告をする

ときは、市のホームページ等に掲載し、周知に努めるものとする。  
（入札参加資格）  
第６条 対象工事等の一般競争入札に参加することができる者は、次の各号に



掲げる全ての要件を満たす者とする。  
⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。  
⑵ 東松山市競争入札参加者の資格等に関する規則（平成１８年規則第７３

号）第３条の規定に基づく東松山市競争入札参加資格者名簿に、対象工事

等に対応する業種又は業務で登載されている者であること。  
⑶ 公告の日から入札執行の日までの間において、東松山市の契約に係る入

札参加停止等の措置要綱（平成２８年３月１５日決裁）に基づく入札参加

停止又は東松山市の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成８年１１月１９

日決裁）に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。  
⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと。  
⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと。  
⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が対象工事等ごとに特に必要と認める

要件を満たしている者であること。  
２ 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による当該建設工

事に参加できる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。  
⑴ 共同企業体の構成員は、前項に規定する事項に該当する者であること。  
⑵ 共同企業体の構成員は、原則として２者とし、その出資比率は、各々３

０パーセント以上であること。ただし、３者とする場合の出資比率は、各々

２０パーセント以上とすること。  
⑶ 共同企業体の結成方法は、自主結成とし、当該建設工事の他の共同企業

体の構成員又は単独企業との混合入札における単独企業とを兼ねることが

できないこと。  
（参加申請）  
第７条 一般競争入札（埼玉県電子入札共同システムを利用して行う一部の一

般競争入札による場合を除く。）に参加しようとする者は、一般競争入札参加

資格審査申請書に参加資格を有することを証する書類を添付して、所定の期

日までに市長に申込みをしなければならない。  
２ 共同企業体により一般競争入札に参加しようとする者は、特定建設工事共

同企業体入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を市長

に提出しなければならない。  
（資格審査等）  
第８条 市長は、前条の申請書等が提出されたときは、その内容を審査し、一

般競争入札の参加資格の可否を決定したときは、一般競争入札参加資格審査

結果通知書（以下「通知書」という。）により通知する。  
２ 市長は、前項の規定により一般競争入札の参加資格があるものとして通知

した者（以下「一般競争入札参加資格者」という。）に対し、市長が定める日

において、当該対象工事等に係る設計図書等（当該設計図書等に記載すべき

事項を記録した電磁的記録を含む。以下「設計図書等」という。）を閲覧又は

貸与するものとする。  
３ 前項の規定にかかわらず、市長は、埼玉県電子入札共同システムを利用し

て行う一般競争入札の設計図書等の閲覧又は貸与については、案件ごとにそ

の方法を定め公告等で明示するものとする。  
（資格の取消し）  
第９条 市長は、一般競争入札参加資格者が通知を受けた後に、提出された書

類に虚偽の事項が記載されていることが明らかになった者又は第６条に規定

する資格要件を満たさなくなった者については、当該一般競争入札の参加資

格を取り消すものとし、その旨を一般競争入札参加資格取消通知書により通

知する。  



（入札参加資格者名等の公表）  
第１０条 市長は、一般競争入札参加資格者名及びその数については、入札執

行前には公表しないものとする。  
（入札の中止等）  
第１１条 市長は、一般競争入札参加資格者に不正行為の疑いがある場合にお

いて、当該一般競争入札を公正に執行することができないと認めるときは、

当該一般競争入札参加資格者を当該一般競争入札に参加させず、又は当該一

般競争入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。  
２ 市長は、一般競争入札に参加する一般競争入札参加資格者が１者であると

きは、当該一般競争入札を中止する。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときにあっては、この限りでない。  
⑴ 再度入札のとき。  
⑵ 一抜け入札において、先に開札した入札の落札者がした当該入札への入

札を無効としたとき。  
⑶ 埼玉県電子入札共同システムを利用するとき。  

（異議の申し立て）  
第１２条 一般競争入札に参加した一般競争入札参加資格者は、設計図書等に

ついての不明を理由として異議を申し出ることができない。  
（その他の事項）  
第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  
 
   附  則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  
   附  則  

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  
   附  則  
１ この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。  
２ この要綱の施行の日前に公告した一般競争入札については、なお従前の例

による。  
   附  則  
１ この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。  
２ この要綱による改正後の第２条及び第３条の規定は、施行の日以後に公告

する入札について適用する。  
附 則  

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
２ この要綱の施行の日前に公告した一般競争入札については、なお従前の例

による。  
附 則  

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  
附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
附 則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  
 


